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第３４回名取市農業委員会総会会議録 

１．日  時  令和３年２月２５日（木） 

  開  会  午後２時 

閉  会  午後３時 

２．場  所  名取市民体育館 第一会議室 

３．提出議案 

議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見決定について 

議案第２号 非農地証明願出について 

議案第３号 農業経営基盤強化促進事業農用地利用集積計画に係る意見について 

議案第４号 農地中間管理事業に伴う農用地利用集積計画に係る意見について 

４．報告事項 （１）農地法第５条の規定による届出について 

       （２）農地賃貸借権解約について 

（３）農地使用貸借権解約書（合意書）について 

（４）非農地証明願出について 

       （５）令和３年度名取市農業労働賃金標準額の設定について 

５．出席委員（１６人） 

  会  長 １５番 大友 正一 

  農業委員 １番  布田 順一  ２番 大内 繁徳   ３番 入間川 康弘  

４番 佐竹 智弘  ５番 大久保 昭子  ６番 高橋 千里 

７番 武田 とも子  ８番吉田 芳信   ９番 相澤 喜美 

１０番 松浦 岩男   １１番 阿部 悦雄  １２番入間川 昭一  

１３番 松浦 朋子   １４番 引地 長一 

  推進委員  伊東 繁男 

６．事務局出席職員 

事務局長 小畑 信一  局長補佐 平井 啓嗣  主幹 佐藤 理恵 

７．会議の内容  別紙会議録のとおり 
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第３４回名取市農業委員会総会会議録 

【開  会】 

 午後２時、ただいまから、名取市農業委員会第３４回総会を開催いたします。 

 本日の総会は、農業委員１５名、農地利用最適化推進委員１名計１６名出席です。 

よって、会議規則第８条の規定により、総会が成立していることを報告致します。 

 

【修  礼】 

 

【議長選任】 

 名取市農業委員会会議規則第７条の規定により会長が議長となり、議事を進行した。 

 

【会議の内容】 

○ 議長（大友正一会長） 

 

◎議事録署名委員の指名 

 議長において次の２名を議事録署名委員に指名をした。 

２番 大内 繁徳 委員 ３番 入間川 康弘 委員 

 

◎会議の概要 

 

《議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見決定について》 

 

○ 議長（大友正一会長） 

それでは議事に入ります。議案第１号「農地法第５条の規定による許可申請に 

対する意見決定について」を議題といたします。 

それでは、阿部悦雄代表委員よりご説明をお願いします。 

○ ４班代表委員（阿部悦雄委員） 

第４班代表委員の阿部悦雄です。説明不足の点については、同じ班の担任委員会の

方々並びに事務局からの補足をお願いします。 

議案第１号農地法第５条の規定による許可申請に対する意見決定について、農地法

第５条の規定により、下記農地の申請があったので意見を求める。令和３年２月２５

日提出。 

番号１、大字・字・地番は愛島塩手字東田７番１、地目は登記現況共畑、登記面積
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は４５７㎡、転用目的は資材置場、譲渡人、譲受人の住所・氏名については総会資料

のとおり、開発許可は否、転用目的に係る事業又は、施設の概要は売買１㎡当り   

４，３７６円、資材置場です。 

 次に、位置図、公図については議案書の２ページ、土地利用計画・審査内容につい

ては、担任委員会資料１ページ及び２ページをご覧ください。場所は、県道仙台館腰

線大手町の西の方宮城県立ガンセンター、国立高専校南側の道路をホームセンターム

サシに行く途中に今回の申請地があります。譲受人の方は造園業をしています。申請

地に隣接する７番２と７番３は宅地になっています。申請地は畑で、庭石等を一時的

に保管場所としていた。価格について、一反当たり４３７万円になり売買金額は４５

７㎡ですので２００万位になることから、少し高いので聞いたところ元々７番１も宅

地だったとのこと。価格は買い手が納得しているとのことでした。 

 次に番号２、大字・字・地番は閖上字太子堂１１番１、地目は登記現況共畑、登記

面積は８２９㎡、転用目的は資材置場、譲渡人、譲受人の住所・氏名については総会

資料のとおり、開発許可は否、転用目的に係る事業又は、施設の概要は売買１㎡当り   

８，０８２円、資材置場です。 

 次に、位置図、公図については議案書の３ページ、土地利用計画・審査内容につい

ては、担任委員会資料３ページ及び４ページをご覧ください。場所は、県道閖上線の

高速道路インターの交差点を北の方に３㎞行ったところ猿猴沼の近くに今回の申請地

があります。譲受人の方は建築関係の仕事をしています。会社の事務所がこの近くに

あることから、作業効率を考えこの場所を見つけたという事です。この場所の道路以

外は土留めを行うとのことです。道路から５０㎝低いので土盛りをして砂利敷きし自

然浸透となりますので、周りには迷惑にならないことを確認致しました。 

 次に番号３、大字・字・地番は杉ケ袋字前沖３８０番、地目は登記田現況畑、登記

面積は１８９㎡、転用目的は分家住宅建設、貸付人、借受人の住所・氏名については

総会資料のとおり、開発許可は否、転用目的に係る事業又は、施設の概要は使用貸借

権設定許可日から３０年、専用住宅１棟２階建て建築面積５９．５㎡です。 

 次に、位置図、公図については議案書の４ページ、土地利用計画・審査内容につい

ては、担任委員会資料５ページ及び６ページをご覧ください。場所は、県道塩釜亘理

線新しい道路と旧道の交わる交差点の所です。両隣の土地の地権者には迷惑をかけな

い旨挨拶しているそうです。雨水は道路に流れるようアスファルト舗装で傾斜をつけ

水路に放流し、排水は公共下水道に流すとのことです。 

 次に番号４、大字・字・地番は上余田字西田９５番９、地目は登記現況共畑、登記

面積は４９２㎡、転用目的は分家住宅建設、譲渡人、譲受人の住所・氏名については

総会資料のとおり、開発許可は否、転用目的に係る事業又は、施設の概要は贈与、専
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用住宅１棟２階建て建築面積６４．４１㎡です。 

 次に、位置図、公図については議案書の５ページ、土地利用計画・審査内容につい

ては、担任委員会資料７ページ及び８ページをご覧ください。場所は、旧４号線の上

余田の五十嵐商会から西に行ったところです。この敷地は、道路側に新設のU字溝と

雨水桝を設置して道路の方に雨水を流し、合併浄化槽を設置し雨水桝を通して水路に

流すとのことです。 

 議案第１号１番から４番までにつきましては、２月２２日の担任委員会で現地調査

を行い、１番については、譲受人である法人の代表取締役から、２番は譲受人である

法人から委任を受けた代表取締役の妻から、３番は貸付人、借受人双方から委任を受

けた行政書士から、４番は譲受人から委任を受けた代理人から、それぞれ実情を聴取

したところ、お配りした「農地転用許可基準及び審査内容」でお示しのとおり、農地

区分における転用については、問題ないものと考えます。以上です。 

○ 議長（大友正一会長） 

次に、農地利用最適化推進委員の伊東繁男委員からご意見等をお願いします。 

〇 農地利用最適化推進委員（伊東繁男推進委員） 

   議案第１号１番から４番につきまして、２月２２日に担任委員会の現地調査に同行

いたしました。１番、２番資材置場での転用ですが、隣接する農地に土砂の流出など

が無いよう管理を徹底していただくよう指導いたしました。３番は、４番は分家住宅

の建設に伴う転用ですが、周辺農地への影響は生じないものと判断いたしましたので、

転用については問題ないものと考えます。以上です。 

○ 議長（大友正一会長） 

只今、両委員からご説明、ご意見をいただきました。この件について、ご質問はご

ざいませんか。 

〇〔「なし」の声あり〕 

○ 議長（大友正一会長） 

「なし」との声がありましたので、採決いたします。議案第１号について、原案のと

おり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

○ 議長（大友正一会長） 

  「挙手全員」でありますので、議案第１号は原案のとおり決定といたします。 

 

《議案第２号 非農地証明願出について》 

 

○ 議長（大友正一会長） 

 議案第２号「非農地証明願出について」を議題といたします。 
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それでは、阿部悦雄代表委員よりご説明をお願いします。 

○ ４班代表委員（阿部悦雄委員） 

議案第２号非農地証明願出について、下記願出人より非農地証明願出の提出があっ

たので意見を求める。令和３年２月２５日提出。 

番号１、下増田字屋敷５番３外５５筆、地目は登記３筆田、現況雑種地、登記５３ 

筆畑、現況道路及び雑種地です。登記面積は、合計３５，２７６㎡、願出人の住所・ 

氏名については、総会資料のとおりです。現地は、東日本大震災における被災地区域

であり、下増田地区防災集団跡地として名取市で買収したもので、今後農地として使

用することが困難と認められるため、当該証明書の交付願いがあったものです。現地

については、仙台空港の貞山堀を挟んで東側一帯となります。津波による被害を受け

宅地と農地が混在しているところで、今回提出されたのは農地の部分です。今後、市

としていろいろな計画があり企業募集を行い進めているので、今回申請があったもの

です。 

議案第２号につきましては、２月２２日の担任委員会で、願出人である名取市の担

当職員から、実情を聴取したところ、非農地であることを確認したので、非農地証明

を交付することは問題ないものと考えます。以上です。 

○ 議長（大友正一会長） 

次に、農地利用最適化推進委員の伊東繁男委員からご意見等をお願いします。 

〇 農地利用最適化推進委員（伊東繁男推進委員） 

  議案第２号につきましては、２月２２日の担任委員会に同行し、願出人である名取

市の担当者から実情をお伺いいたしました。 

 この農地は名取市が防災集団移転事業で買い取りをしたもので、今後、名取市が農

地としては使用することはなく、復興事業として活用するために非農地証明の交付願

いがあったものです。 

以上のことから、非農地証明書を交付することは問題ないものと考えます。以上です。 

○ 議長（大友正一会長） 

只今、両委員からご説明、ご意見をいただきました。この件について、ご質問はご

ざいませんか。 

〇 １４番（引地長一会長職務代理） 

   集団移転して跡地を名取市が取得しているが、今まで管理は現地を見てどのような 

状況だったのか。 

〇 事務局（小畑事務局長） 

   事務局の方から説明させていただきます。こちらの北釜地区は防災移転事業という 

事で、本来は宅地を買取る事業ですが宅地に隣接する農地も買取ることを国に認めて 
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頂きまして、田や畑を併せて買取りしてきた事業です。管理自体は草刈りを行って   

いますが、農地としての管理を行ってこなかったというのが現状になります。 

〇 １４番（引地長一会長職務代理） 

   管理をしてこなかったという事ですが、遊休農地がかなり多くなっているので、 

名取市が取得した土地であればきれいに管理して見本となるべきと思います。 

〇 事務局（小畑事務局長） 

   事務局の方から担当課に伝えておきます。 

○ 議長（大友正一会長） 

他にご質問はございませんか。 

〇〔「なし」の声あり〕 

○ 議長（大友正一会長） 

「なし」との声がありましたので、採決いたします。議案第２号について、原案のと

おり証明することに賛成の方は挙手をお願いします。 

○ 議長（大友正一会長） 

  「挙手全員」でありますので、議案第２号は原案のとおり証明書を交付することに決

定といたします。 

 

《議案第３号 農業経営基盤強化促進事業農用地利用集積計画に係る意見について》 

 

○ 議長（大友正一会長） 

次に、議案第３号「農業経営基盤強化促進事業農用地利用集積計画に係る意見 

 について」を議題といたします。事務局より説明をお願いします。 

○ 事務局（平井局長補佐） 

それでは、議案書の７ページをお開きください。議案第３号農業経営基盤強化促進

事業農用地利用集積計画に係る意見について、このことについて令和３年２月８日、

１０日「農用地利用集積計画」に基づき、農用地利用権設定調整会議で調整したので、

意見を求める。令和３年２月２５日提出。 

農用地利用集積計画の概要。 

１ 新規・更新の別 

新規５件１５，３２４㎡、更新４２件１９７，３７０．７㎡ 

合計４７件２１２，６９４．７㎡。 

２ 利用権を設定する土地 

田１４８筆 ２０７，９２８．７㎡、畑７筆 ４，７６６㎡ 

合計１５５筆２１２，６９４．７㎡。 
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３ 利用権を設定する土地 

① 利用権の種類。賃借権設定４３件、所有権移転４件。 

② 賃借権の存続期間。３年２１件、５年２２件。 

③ 賃借 10ａ当り。２０㎏１件、３０㎏１８件、４０㎏１件、４５㎏６件、５０㎏    

３件、６０㎏１０件、８０㎏１件、１０，０００円２件、１５，０００円１件。 

④ 所有権移転の売買総額。４００，０００円１件、４０１，０００円１件。 

⑤ 借賃の支払方法。毎年１２月２０日まで賃借人宅に持参し、支払う。 

４ 公告予定年月日。令和３年３月１日予定。 

５ 詳細につきましては、議案書８ページから１６ページのとおりです。 

なお、各案件につきましては、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件 

を満たしております。以上です。 

○ 議長（大友正一会長） 

   只今、事務局から説明がなされました。これについて、ご質問はありませんか。 

〇 ２番（大内繁徳委員） 

   １６ページの整理番号の２７７０番と２７７１番について、もう少し詳しく説明し

てください。 

〇 事務局（平井局長補佐） 

   整理番号の一番下の部分のご質問になりますが、以前台林地区の農用地のところに

イチゴ栽培を目的とした新規就農法人を迎えまして、約２haの農地の買収を行って利

用権を結びました。ここに記載している地権者の方については、お金ではなく代替地

を希望されていました。新規法人側は、予め代替地を取得しておかなければならなか

ったので、時期的には１回で終わらなかったことから代替地契約の分だけ残ったので、

今回の利用権で契約が完了したことから事業としては２回になったという事です。 

以上です。 

○議長（大友正一会長） 

  他に、質問ございませんか。 

〇〔「なし」の声あり〕 

○ 議長（大友正一会長） 

「なし」との声がありましたので、採決いたします。議案第３号について、原案のと

おり承認することに賛成の方は挙手をお願いします。 

○ 議長（大友正一会長） 

   挙手全員でありますので、議案第３号については原案のとおり承認といたします。 
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《議案第４号 農地中間管理事業に伴う農用地利用集積計画に係る意見について》 

 

○ 議長（大友正一会長） 

次に、議案第４号農地中間管理事業に伴う農用地利用集積計画に係る意見について、

事務局より説明願います。 

○ 事務局（平井局長補佐） 

それでは議案書の１７ページをお開きください。議案第４号農地中間管理事業に伴

う農用地利用集積計画に係る意見について、このことについて、農業経営基盤強化促

進事業の規定により「農用地利用集積計画」を調整したので、意見を求める。令和３

年２月２５日提出。 

農用地利用集積計画の概要。 

１ 新規・更新の別 

新規８件５８，８６１㎡、更新はありません、合計８件５８，８６１㎡。 

２ 利用権を設定する土地 

田３４筆５８，８６１㎡、畑はありません、合計３４筆５８，８６１㎡。 

３ 利用権を設定する土地 

① 利用権の種類。賃借権設定８件。 

② 賃借権の存続期間。５年１件、１０年７件。 

③ 借賃（１０ａ当り）。５，０００円１件、７，０００円６件、１２，０００円１件。 

④ 借賃の支払方法。毎年１１月２５日までに本人名義の口座に手数料を差し引き振

り込む。 

４ 公告予定年月日。令和３年３月１日予定。 

５ 詳細につきましては、議案書１８、１９ページのとおりです。 

以上でございます。 

○ 議長（大友正一会長） 

只今、事務局からご説明がございました。これについて、ご質問はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

〇 議長（大友正一会長） 

「なし」という声がありましたので、採決いたします。議案第４号について、原案の

とおり承認することに賛成の方の挙手をお願いします。 

○ 議長（大友正一会長） 

「挙手全員」でありますので、議案第４号は原案のとおり承認といたします。 
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《報告事項（１）農地法第５条の規定による届出について》 

《報告事項（２）農地賃貸借権解約について》 

《報告事項（３）農地使用貸借権解約書（合意書）について》 

《報告事項（４）非農地証明願出について》 

《報告事項（５）令和３年度名取市農業労働賃金標準額の設定について》 

 

○ 議長（大友正一会長）  

次に、報告事項（１）「農地法第５条の規定による届出について」、報告事項（２）「農

地賃貸借権解約について」、報告事項（３）「農地使用貸借権解約書（合意書）について」、

報告事項（４）「非農地証明願出について」、報告事項（５）「令和３年度名取市農業労働

賃金標準額の設定について」を一括議題といたします。事務局より説明願います。 

○ 事務局（佐藤主幹） 

別紙議案書により報告事項（１）から（５）について説明を行い、届出を受理した

旨説明をした。 

〇 議長（大友正一会長） 

只今、事務局から説明がなされました。これについて、ご質問はありませんか。 

〇 〔「なし」の声あり〕 

○ 議長（大友正一会長） 

「なし」との声がありましたので、報告事項（１）から報告事項（５）までについて

承認といたします。 

○ 議長（大友正一会長） 

次に、その他に入ります。事務局より説明をお願いします。 

○ 事務局（小畑局長） 

  〔３月の農業委員会行事日程説明を行った。〕 

 

○ 議長（大友正一会長） 

それでは、第３４回農業委員会総会の議事の一切を終了いたします。 

 

【閉  会】 

午後３時、議案審議を終了した旨を報告し、閉会を宣言した。 

 

【修  礼】 
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名取市農業委員会会議規則第２３条第２項の規定により署名する。 

 

令和３年３月２５日 

 

名取市農業委員会 

議      長            

 

署名委員  ２番            

 

署名委員  ３番            


